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 ＴＥＬＥＣ－Ｔ２３４（第４．７版）

 
 

無線設備  

  

試験項目等

割当周波数又は指定周波数 １４２ＭＨｚ～１７０ＭＨｚ、３３５．４ＭＨｚ～４７０ＭＨｚ

チャネルの数又は間隔 ６．２５ｋＨｚ　　１２．５ｋＨｚ

周波数の許容偏差(×１０－６)                   チャネル間隔   

 無線局の種類    ６．２５ｋＨｚ  １２．５ｋＨｚ

 142～ 陸上移動局及び携帯局 　　±２．５     ±３ 

 170MHz 　　±２＋Ａ注

 335.4～    １Ｗ以下 　　±１．５     ±３ 

 470MHz 陸上移動局 　　±０．７＋Ａ注

 及び携帯局   １Ｗ超 　　±０．９     ±１．７ 

 　　±０．７＋Ａ注     ±１．２＋Ａ注

注：この値は周波数追従機能を使用する場合に限る。この場合、Ａは基準局の周波数の偏

差（Ａ×１０
－６
）とする。

占有周波数帯幅の許容値 チャネル間隔 許容値(kHz)  

     ６．２５ｋＨｚ     ５．８ｋＨｚ  

   １２．５  ｋＨｚ   １１．５ｋＨｚ

スプリアス発射又は不要発射の １Ｗ超　：－６０ｄＢｃ又は２．５μＷ 

強度の許容値 １Ｗ以下：２５μＷ

空中線電力 指定値 ５０Ｗ以下

許容偏差 ＋２０％　　－５０％

隣接チャネル漏洩電力の許容値 １Ｗ超　：３２μＷ又は－５５ｄＢｃ以下 

１Ｗ以下：－４５ｄＢｃ以下

副次的に発する電波等の限度 ４ｎＷ

総合動作試験 周波数追従機能 

周波数を自動的に補正する機能（周波数追従機能）を有している場合にあっては、通信の

相手方である陸上局（基準局）からの電波を受信して得られる周波数を基準とすること。


